
地方消費税交付金
160億1,080万円
地方消費税交付金
160億1,080万円

都支出金
272億4,870万円
都支出金
272億4,870万円

特別区交付金 
678億6,356万円
特別区交付金 
678億6,356万円

特別区税
785億6,254万円
特別区税
785億6,254万円

国庫支出金
1,290億7,717万円
国庫支出金
1,290億7,717万円

配当割交付金　10億5,732万円

使用料及び手数料
74億3,972万円

諸収入　77億8,502万円

繰入金　124億1,378万円繰入金　124億1,378万円

分担金及び負担金　19億9,443万円繰越金　28億4,062万円
地方譲与税　12億4,688万円

その他　
23億2,357万円

株式等譲渡所得割交付金　12億3,434万円

財産収入　10億8,358万円
議会費　10億4,476万円

公債費　43億7,404万円

諸支出金　
2億4,315万円

福祉費 
1,518億3,589万円
福祉費 
1,518億3,589万円

総務費
1,099億3,747万円
総務費
1,099億3,747万円

衛生費
97億5,803万円

環境清掃費　
106億7,713万円

都市整備費
75億9,605万円

産業経済費　65億3,155万円

教育費
306億2,391万円
教育費
306億2,391万円

土木費
180億1,609万円
土木費
180億1,609万円

会計 歳入決算額

一般会計 

特別会計 

　国民健康保険事業

　後期高齢者医療

　介護保険

3,581億8,202万円

1,403億1,939万円

657億7,380万円

173億9,181万円

571億5,378万円

3,506億3,807万円

1,372億4,808万円

647億1,774万円

171億9,595万円

553億3,439万円

75億4,395万円

30億7,131万円

10億5,606万円

1億9,586万円

18億1,939万円

歳出決算額 歳入歳出差引額

　令和2年度の区の各会計決算が第3回区議会定例会で認定されました。
一般会計の歳入は3,581億8,202万円、歳出は3,506億3,807万円で、歳
入は前年度比27.61％増、歳出は前年度比27.04％増となりました。
　「決算書」と「主要施策の成果」など決算に関わる資料は区政情報コー
ナー、図書館でご覧いただけます。概要は区HPでも公開しています。
▶問合先　会計管理室会計管理担当　☎5744－1414　■FAX 5744－1534

※円グラフと表の数値は、表示単位未満を四捨五入しているため、歳入歳出差引額などが一致し
ない場合があります

特別区税と特別区交付金で歳入総額の41％
　特別区税は、特別区民税、軽自動車税、特別区たばこ税などで構成されて
います。歳入全体の21.9％を占めており、前年度と比べ11億円（1.4％）の増
となりました。特別区交付金は、都が徴収している固定資産税や市町村民税
法人分などから、都と区の役割に応じて配分されるもので、全体の19.0％
を占めており、前年度と比べると85億円（11.1％）減少しました。
国庫支出金が歳入総額の36％
　前年度に比べ790.3億円（157.9％）の増となりました。増額は主に、特別
定額給付金給付事業などです。

福祉費が過去最大の1,500億円超え
　前年度と比べ、20.7億円（1.4％）の増となりました。増額は主に、保育園
入所者運営費等、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業、ひとり親世帯臨
時特別給付金給付事業などです。
総務費の増
　前年度と比べ、598億円（119.1％）の増となりました。増額は主に、特別
定額給付金給付事業などです。

令和2年度の決算額【会計別歳入・歳出決算額】

歳入の特徴 歳出の特徴

歳入（区の収入）／一般会計 歳出（区の支出）／一般会計

一般会計
歳出総額

3,506億
3,807万円

一般会計
歳入総額

3,581億
8,202万円

決算の概要を
お知らせします

令和
2年度

区民相談室

▶問合先　広聴広報課広聴担当　☎5744－1135　■FAX5744－1504

借地、借家、相続、離婚、金銭問題などの日常生活に関すること

▶日時　月・水・金曜、午後1時30分から（全5回、相談時間各25分）　
▶会場　区民相談室　▶申込方法　問合先へ電話

法　律 （予約制） ●相談員：弁護士

不動産の取引一般に関すること

▶日時　第1・3木曜、午後1時～3時（受付）　▶会場　区民相談室

不動産取引 ●相談員：宅地建物取引士

不動産、会社などの登記や申請に関すること

▶日時　第3火曜、午後1時～3時（受付）　▶会場　区民相談室

登　記 ●相談員：司法書士

遺言、相続、金銭貸借などの証書作成、文書の認証、確定日付に関すること

▶日時　第1火曜、午後1時～3時（受付）　▶会場　区民相談室

公　証 ●相談員：公証人

専門家に無料で相談できます。
実施状況など詳細はお問い合わせください。
※休日・年末年始を除く　
※申込方法の記載がないものは当日会場へ

所得税、相続税などの税金相談（確定申告の相談は除く）

▶日時　第2木曜、午後1時から（全6回、相談時間各30分）　▶会場　区民相談室　
▶申込方法　前月の1日（土・日曜、休日は翌日）から問合先へ電話

税　務 （予約制） ●相談員：税理士

国など行政全般に関する要望、苦情など

▶日時・会場　第1・3火曜、午後1時～3時（受付）＝区役所本庁舎1階
　　　　　　   第2水曜、午後1時30分～4時＝アトレ大森（大森駅直結）

行　政 ●相談員：行政相談委員（総務大臣が委嘱した民間有識者）

戸籍、相続、外国人在留、官公庁への許認可などの手続き

▶日時　第4木曜（休日のときは翌日、12月は第3木曜）、午後1時～4時　
▶会場　区役所本庁舎1階

行政手続 ●相談員：行政書士

家族や自分の健康に関する①一般②メンタルヘルスのこと

▶日時　木曜（②は月1回）、午後1時～2時30分（受付）　※8月は未実施日有り　
▶会場　区民相談室　▶申込方法　大田地域産業保健センター（☎3772－2402）へ電話

健　康 （予約制） ●相談員：産業医の資格を持つ医師、産業保健師

健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険など

▶日時　第1・3火曜、午後1時～3時30分（受付）　▶会場　区民相談室

社会保険労務 ●相談員：社会保険労務士

境界線問題や不動産の表示登記に関することなど

▶日時　第1水曜、午後1時～4時　▶会場　区役所本庁舎1階

土地・建物 ●相談員：土地家屋調査士
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新型コロナウイルス感染症の影響により、催しなどは中止・延期となる可能性があります。催しなどにご参加の際は、マスク着用などの感染症対策にご協力をお願いします。




